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はじめに

 新型コロナの⻑期化や、急速な円安の進⾏、原材料・エネルギー価格等の⾼騰に
より、中⼩企業・⼩規模事業者は厳しい経営環境に置かれています。

 北海道経済産業局では、中⼩企業等が物価⾼騰のしわ寄せを受けることなく賃⾦
引上げの原資を確保いただくための環境整備として「取引適正化の取組」を強化し
ています。

 １１⽉は「下請取引適正化推進⽉間」として価格転嫁の取組のほか講習会やシン
ポジウムを開催し、下請取引の適正化をより⼀層促進してまいります。
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１．下請Gメン（取引調査員）による実態調査
２．価格転嫁調査の実施と改善サイクルの実現（価格交渉促進⽉間）
３．取引適正化の意識醸成（下請取引適正化推進⽉間）
４．「下請かけこみ寺」による相談対応
５．パートナーシップ構築宣⾔の普及・促進



１．下請Gメン（取引調査員）による実態調査
• 下請Gメン（全国︓２４８⼈、うち北海道局︓７名）の中⼩企業への実態調査により、
問題のある商慣習や業界・個社の優良事例や問題事例、価格交渉・転嫁の実態を把握
し、国や業界が定めるルールづくりや発注者への取締りを強化。

• 引き続き、下請Gメンにより取引実態の把握を進める。

２

発注者
（業界団体/
⼤企業 等）

受注者
（下請中⼩企業 等）

中⼩企業庁

協議、条件⾒直し
業所管省庁

下請Gメンヒアリング等
価格交渉フォローアップ調査働きかけ

（⾃主⾏動計画、業種別の下請
ガイドラインの策定・改定 等）



 毎年９⽉と３⽉を「価格交渉促進⽉間」と設定。下請事業者へ価格交渉の実態に関
する「フォローアップ調査」を実施。

 その結果、評価が芳しくない親事業者には、業所管の⼤⾂名で下請振興法に基づく「指
導・助⾔」を実施。

 調査の実施と改善サイクルの強化により価格交渉と転嫁が定期的になされる取引慣⾏
の定着を⽬指す。

２．価格転嫁調査の実施と改善サイクルの実現（価格交渉促進⽉間）

業所管省庁業所管省庁

下請事業者

親事業者親事業者
中⼩企業庁中⼩企業庁

経営陣経営陣

調達部⾨調達部⾨

②フォローアップ調査の充実
親事業者による対応や回答について
・アンケート調査
・下請Gメンによるヒアリング調査

③指導・助⾔対象企
業を拡⼤

下請振興法に基づき、状
況の良くない親事業者に対
して、⼤⾂名で実施

④改善の指⽰

①価格交渉促進⽉間
の積極周知・広報

（毎年9⽉、３⽉）

※回答が親事業者に
知られないよう、匿
名性の確保を徹底
し集計

※根拠となる振興基準を抜本
改正済（令和4年7⽉末）

価格交渉の活発化、
価格転嫁の増加

３



1割程度の事業者では、全く協議ができていない。
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5.5 2.9 1.5
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協議を申し込み、話し合いに応じてもらえた
価格転嫁させるため、発注側企業から協議を申し込まれた
コストが上昇していないため、協議を申し込まなかった
コストは上昇しているが、⾃社で吸収可能であるため、協議を申し込まなかった
取引を断られる等のおそれを考慮し、協議を申し込まなかった
協議の申し込みを⾏ったが応じてもらえなかった
値下げ要請のため、発注側企業から協議を申し込まれた

１．発注側企業との価格交渉の実施状況

13.8 15.4 10.5 22.9 21.1 
1.5
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0% 20% 40% 60% 80% 100%
１０割 ７〜９割程度
４〜６割程度 １〜３割
０割 マイナス
コストが上昇していないため、価格改定不要

２．価格転嫁を実現できた割合
２割程度の事業者では、全く価格転嫁できていない。

順位 価格交渉の協議状況 価格転嫁の達成状況
1位 繊維 化学
2位 鉱業・採⽯・砂利採取 機械製造
3位 機械製造 ⾦属
4位 化学 電機・情報通信機器
5位 建材・住宅設備 ⾷品製造
6位 電気・情報通信機器 建材・住宅設備
7位 卸売 卸売
8位 ⾦属 紙・紙加⼯
9位 ⾷品製造 造船
10位 紙・紙加⼯ ⽯油製品・⽯炭製品製造
11位 飲⾷サービス 建設
12位 建設 繊維
13位 印刷 飲⾷サービス
14位 情報ｻｰﾋﾞｽ・ｿﾌﾄｳｪｱ 印刷
15位 製薬 ⼩売
16位 ⽯油製品・⽯炭製品製造 広告
17位 ⾃動⾞・⾃動⾞部品 ⾃動⾞・⾃動⾞部品
18位 造船 製薬
19位 電気・ガス・熱供給・⽔道 情報ｻｰﾋﾞｽ・ｿﾌﾄｳｪｱ
20位 ⼩売 鉱業・採⽯・砂利採取
21位 通信 電気・ガス・熱供給・⽔道
22位 不動産・物品賃貸 不動産・物品賃貸
23位 広告 ⾦融・保険
24位 放送コンテンツ 放送コンテンツ
25位 廃棄物処理 廃棄物処理
26位 トラック運送 通信
27位 ⾦融・保険 トラック運送

３．業種別の実施状況（スコアリングの結果）

※サンプル数が50以下の⾃主⾏動計画策定業種（航空宇宙、警備）は除く。
※業界毎の順位や点数は、各業界に属する発注側企業についての回答の点数を平均し順位付けしたものであり、その業界に
おける代表的企業の評価を表すものではない。

協議できていない
10.0%

n=25575

n=25575

転嫁できていない
22.6%

４

下請へのしわ寄せを解消し、賃上げ原資を確保するためにも、取引先への価格転嫁は切実な
課題。調査では1割が全く価格交渉できていなく、2割が全く価格転嫁できていない。

（参考１）価格転嫁調査（価格交渉促進⽉間フォローアップ調査 2022年3⽉）



【凡例】○︓よい事例、 ▲︓問題のある事例、（ ）内は親事業者の業種
（参考２）下請Ｇメン等が把握した⽣声（北海道管内）

○ 親事業者とは約30年の取引関係。取引価格以外に受注量やシステム⼊替に関する協議
等、取引全般に対し真摯に対応してもらっている。(物流機器等、販売・修理）

○ 4⽉、取引先全てに5％価格アップを要請。燃料価格や⾞両維持費の⾼騰だけでなく、⼈
材不⾜解消、働き⽅改⾰への対応も⾒据えた内容で交渉。親事業者からの回答は満額
回答ではなかったものの「3%アップ」が⽰され⾃社としてある程度満⾜。（トラック運送業）

▲ 2022年4⽉から販売価格の値上げを要請したが、「他社からは値上げ要請がない」との理
由から値上げを了承してもらえなかった。（印刷業）

▲ ⾃社のような⼩規模のレンタル会社は価格で勝負するしかなく、⼤⼿レンタル会社よりも価
格転嫁ができていない。（⼯事⽤機械等レンタルリース業）

▲ 従前より⽉末締め、翌々⽉15⽇⽀払の取引が継続。⽀払遅延にあたる可能性があること
は認識していなかった。改善を申し⼊れたこともない。（カタログ等デザイン／制作等）
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１．「下請取引適正化推進講習会」の開催（経営者向け）
オンライン（適正取引⽀援サイト）により、親事業者の下請取引担当者等を対象に、下請法及び下請振興法の趣旨・内容を周知。

２．適正取引講習会（テキトリ講習会）の開催（実務担当者向け）
適正な価格に基づく取引を推進するため、受注側企業の経営者・担当者を対象とした「価格交渉サポート」、発注側企業の購買・調

達担当者も対象とした下請法の遵守に向けて、様々な取引事例や違反事例を中⼼に解説した「下請法」のオンライン講習会を開催。
３．下請取引適正化推進シンポジウムの開催

下請法に詳しい弁護⼠による基調講演、取引条件改善や働き⽅改⾰に向けた企業・⾏政の取組紹介のほか、中⼩企業の適正な取引環
境の実現に向けたパネルディスカッションを⾏う。

４．広報誌等への掲載・掲⽰

公正取引委員会と連携し、毎年11⽉を「下請取引適正化推進⽉間」として講習会やシンポジウムな
どを開催。下請取引の適正化をより⼀層促進する。

３．取引適正化の意識醸成（下請取引適正化推進⽉間）

下請取引適正化推進⽉間の取組（11⽉にホームページ掲載予定）

６

【相談窓⼝】（公財）北海道中⼩企業総合⽀援センター 下請かけこみ寺相談窓⼝ ０１１－２３２－２４０８
札幌市中央区北１条⻄２丁⽬ 経済センタービル ９階

４．「下請かけこみ寺」による相談対応
全国47都道府県に「下請かけこみ寺」を設置。下請代⾦の減額など不公正な取引に係る各種相談
に対応。北海道は「（公財）北海道中⼩企業総合⽀援センター」に相談窓⼝。

「下請かけこみ寺」でのきめ細かな相談対応

【参考】適正取引⽀援サイト【URL】https://tekitorisupport.go.jp/

https://tekitorisupport.go.jp/


7

５．パートナーシップ構築宣⾔の普及・促進
 「パートナーシップ構築宣⾔」は、事業者が、⼤企業と中⼩企業の共存共栄を⽬指し、下請企業との
望ましい取引慣⾏の遵守などを宣⾔するもの。

 「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」において導⼊を決定し、これまで全国１万５千社超
（うち北海道は４５０社超）の企業が宣⾔済み。

 北海道、札幌市などとともに経済団体等を通じて普及・促進する。

１．宣⾔のイメージ

 【共同議⻑】経産⼤⾂、経済再⽣担当⼤⾂

【構成員】厚労⼤⾂、農⽔⼤⾂、国交⼤⾂、官房副⻑官（衆・参）、⽇商、経団連、連合

 第1回は2020年５⽉、第2回は2020年11⽉、第3回は2022年2⽉、第４回は2022年10⽉11⽇に開催。

２．未来を拓くパートナーシップ構築推進会議

宣⾔企業は、(公財)全国中⼩企業振興機関協会が
運営する「パートナーシップ構築宣⾔」ポータルサイトに
掲載・公表
【URL】https://www.biz-partnership.jp/

https://www.biz-partnership.jp/

